
 (一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金) 

第九条 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自

動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼ

す影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金

を除く。以下この条、第三十一条第二号、第八十八条の二第二号及び第

五号並びに第八十九条第一項第一号において「運賃等」という。)の上

限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更し

ようとするときも同様とする。 

２ 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下

における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるか

どうかを審査して、これをしなければならない。 

３ 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の認可を受けた運賃等の上限

の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出な

ければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

４ 一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じ当該地域

の住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図る

ために乗合旅客の運送を行う場合において、国土交通省令で定めるところ

により、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国

土交通省令で定める関係者が当該運送に係る運賃等について合意してい

るときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項及び前項の規定

にかかわらず、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもつ

て足りる。これを変更しようとするときも同様とする。 

５ 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める運賃

及び料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に

届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

６ 国土交通大臣は、第三項若しくは第四項の運賃等又は前項の運賃若しく

は料金が次の各号(第三項又は第四項の運賃等にあつては、第二号又は第

三号)のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運

送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は運賃若しくは料金を変更す

べきことを命ずることができる。 

一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客の利益を阻害す

るおそれがあるものであるとき。 

二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 

三 他の一般旅客自動車運送事業者(一般旅客自動車運送事業を経営する者

をいう。以下同じ。)との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるもの

であるとき。 
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(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の届出) 

第九条 法第九条第三項又は第四項の規定により運賃等の設定又は変更の

届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の三十日前までに、次

に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線 

三 設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出

の場合には、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 

四 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件 

五 実施予定日 

２ 法第九条第四項の規定による運賃等の設定又は変更の届出に係る前項

の届出書には、当該届出に係る運賃等について次条に規定する地域公共交

通会議又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律

第五十九号)第六条に規定する協議会(第九条の三第一項第二号から第五

号に掲げる者を構成員に含むものに限る。以下単に「協議会」という。)

において協議が調つていることを証する書類を添付するものとする。 

３ 次に掲げる場合には、第一項中「当該運賃等の実施予定日の三十日前ま

でに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。 

一 当該路線について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用して

いる運賃等と同一の運賃等の設定又は変更の届出をする場合 

二 前号に掲げる場合のほか、法第九条第六項に該当しないものとして国土

交通大臣(運賃等の届出の受理の権限が地方運輸局長に委任されている場

合にあつては、地方運輸局長)が必要がないと認めたとき。 
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